
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

申請先・お問合せ先 
 

吹田市 都市魅力部 小規模事業者応援金担当 
〒564-8550 吹田市泉町 1-3-40 
TEL : 06-6105-8102（コールセンター） 
FAX : 06-6384-1292 
開設日時：午前 9 時から午後 5 時 30 分まで（土日祝日を除く） 

 

 １事業者につき、          . 

 

新型コロナウイルス感染症拡大により、経営に影響を受ける 

小規模事業者・個人事業主に対して、応援金を支給します。 

２０万円 

吹田市新型コロナウイルス感染症対策 

 次の条件を 全て
．．

満たす方 

 （１）小規模事業者・個人事業主であること 

 （２）市内に事業所があること 

 （３）「休業要請支援金（府・市町村共同支援金）」の支給を受けていないこと 

 （４）次の対象業種のいずれかに該当すること ※一部の業種を除きます。 

 

 

 

 
（５）令和２年４月の売上が前年同月比で５０％以上減少していること 

（６）休業や適切な感染防止対策など、感染拡大防止に努めていること 

（７）市税の滞納者、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者ではないこと 

 

 令和２年５月２５日(月)〜令和２年７月３１日(金)(消印有効)          .             郵送受付 

 
申請者 吹田市 

申請書(様式第１号)  

をダウンロード 

必要書類 

の準備 

口座

振込 

吹田市 小規模事業者応援金 

▼詳細は吹田市ホームページへ▼ 

小売業 卸売業 サービス業 

教育・学習支援業 

運輸業 

飲食店 療術業 

検索 

小規模事業者応援金 

１ 対象者 

物品賃貸業 

QR 

郵送 審査 

２ 支給額 

３ 申請期間・申請方法 

宿泊業 

※小規模事業者とは、従業員が 5 人以下 
 (一部の業種は 20 人以下)の事業者をいいます。 

※レターパックライト（＊郵便物の 
追跡が可能）で郵送してください。 

 

※ 複数店舗(事業所)を営業する場合も

１事業者とします。 

※ 支給額は、基本的に所得税の課税

対象（事業所得）となりますので、

確定申告の際にご確認ください。 



 

 

 

 

 

 

対象の業種でしょうか？ 別表の対象業種一覧に該当しているかご確認ください。 

   

申請は先着順でしょうか？ 
令和 2 年 7 月 31 日(金)(消印有効)までに申請書をご提出  
いただければ、応援金の支給対象となります。 

   

申請書類はどこでもらえますか？ 

吹田市ホームページ（小規模事業者応援金のページ）から
ダウンロードができます。 
または、コールセンター（TEL:06-6105-8102）にお問い
合わせいただけましたら申請書類を郵送いたします。 

   

いつごろ応援金２０万円を 

振り込んでもらえますか？ 

申請書類をすべて確認できましたら、おおむね２～３週間
程度で指定口座へ振り込みます。なお、支給決定のお知ら
せは送付いたしませんのでご了承ください。 

   

国、大阪府が実施する給付金や 

支援金と併用できますか？ 

•国が実施する「持続化給付金」と大阪府が実施する「休業
要請外支援金」は別の事業であり、併用ができます。  
なお、要件を満たす場合は、それぞれに申請が必要です。 
•大阪府と吹田市が共同実施する「休業要請支援金（府・市
町村共同支援金）」の対象となる場合は、応援金を支給す
ることはできません。 

 

 

 

 

 
  
① 吹田市小規模事業者応援金交付申請書兼口座振込依頼書（様式第１号） 

  
② 振込先預金口座の通帳(写) 
※見開きページ（金融機関名、支店名、預貯金種別、口座名義、口座番号の記載ページ） 

  
 ③ 令和 2 年 4 月分の売上が確認できる書類（試算表(写)や売上帳(写)など） 
  
（法人の場合） 

 ④-A 直近の確定申告書(写)  法人事業概況説明書、法人税確定申告書別表一 
  
（個人事業主の場合） 

④-B 令和元年分の確定申告書(写)  
※確定申告書 B 第一表と所得税青色申告決算書または平成 31 年 4 月分の売上が確認できる書類 

  
（創業後間もない等の理由により、④-AB を提出できない場合） 

④-C ・月別の売上を確認できる書類（月別売上表など） 

・履歴事項全部証明書(写) または 開業届(写)、営業に関する許認可証(写) 
  
（吹田市以外に住民票を置く個人事業主の場合） 

⑤ 市町村民税の納付又は非課税を証する書類（課税所得証明書や納税証明書など）  

 

  詳しくは吹田市ホームページをご確認ください。 

  次の①～④の書類をレターパックライト（＊郵便物の追跡が可能）で郵送して 

ください。また、必要に応じて⑤の書類も添付してください。 

４ よくあるご質問 

５ 必要書類 ※提出された書類は返却できませんので、予めご了承ください。 



 
 

■ 別表 対象業種一覧 
 

常時使用する従業員※の数は、5 人以下（★は 20 人以下）であることが必要です。 
 
※ 従業員は労働基準法 20 条に定める「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員とします。 

会社役員及び個人事業主は対象外。例えば、日々雇い入れられる者や 2 か月以内の期間を 

定めて使用される者、試の使用期間中の者などは常時使用する従業員には該当しません。 

（中小企業庁ＨＰより）  
 

業種･業種コード 業種の例 

小売業 (商品や食料品などの販売) 

 569 その他の各種商品小売業 ミニスーパー 
 571 呉服･服地･寝具小売業 呉服店、ふとん小売業 
 572 男子服小売業 洋服店 
 573 婦人･子供服小売業 ブティック(婦人服)、ベビー服小売 
 574 靴･履物小売業 靴小売業、げた屋 
 579 その他の織物･衣服･身の回り品小売業 かばん小売業、靴下小売業 
 581 各種食料品小売業 食料雑貨店 
 582 野菜･果実小売業 八百屋、果物屋 
 583 食肉小売業 肉屋、卵小売業 
 584 鮮魚小売業 魚屋 
 585 酒小売業 酒屋 
 586 菓子･パン小売業 洋菓子小売業(製造小売) 
 589 その他の飲食料品小売業 コンビニエンスストア、惣菜屋、乾物屋 
 591 自動車小売業 中古自動車小売業、二輪自動車小売業 
 592 自転車小売業 自転車店 
 593 機械器具小売業(自動車，自転車を除く) 電気掃除機小売業、ガス器具小売業 
 601 家具･建具･畳小売業 家具小売業、仏具小売業 
 602 じゅう器小売業 金物店、焼物小売業、茶道具小売業 
 603 医薬品･化粧品小売業 ドラッグストア、調剤薬局 
 604 農耕用品小売業 種苗小売業、肥料小売業 
 605 燃料小売業 ガソリンスタンド、灯油小売業 
 606 書籍･文房具小売業 書店、新聞販売店、鉛筆小売業 
 607 スポーツ用品･がん具･娯楽用品･楽器小売業 運動具小売業、おもちゃ屋、楽器屋 
 608 写真機･時計･眼鏡小売業 撮影機小売業、時計屋 
 609 他に分類されない小売業 宝石小売業、花屋、ペットショップ 

卸売業 (小売業や他の卸売業に商品を販売) 

 511 繊維品卸売業(衣服，身の回り品を除く) 生糸卸売業、綿糸卸売業(織物用) 
 512 衣服卸売業 洋服卸売業、和服卸売業 
 513 身の回り品卸売業 寝具類卸売業、靴･履物卸売業 
 521 農畜産物･水産物卸売業 野菜卸売業、食肉卸売業 
 522 食料･飲料卸売業 酒類卸売業、菓子･パン類卸売業 
 531 建築材料卸売業 木材･竹材卸売業、セメント卸売業 
 532 化学製品卸売業 プラスチック卸売業 
 533 石油･鉱物卸売業 灯油卸売業、粘土卸売業 
 534 鉄鋼製品卸売業 ブリキ卸売業、ドラム缶卸売業 
 535 非鉄金属卸売業 金地金卸売業 
 536 再生資源卸売業 古紙卸売業 
 541 産業機械器具卸売業 農業用機械器具卸売業、複写機卸売業 
 542 自動車卸売業 トラック卸売業、自動車解体業 
 543 電気機械器具卸売業 家庭用電気機械器具卸売業 
 549 その他の機械器具卸売業 自転車卸売業 
 551 家具･建具･じゅう器等卸売業 家具卸売業、カーペット卸売業 
 552 医薬品･化粧品等卸売業 衛生材料卸売業、香水卸売業 
 553 紙･紙製品卸売業 和紙卸売業、カレンダー卸売業 
 559 他に分類されない卸売業 金物問屋、人形卸売業、文房具卸売業 

  



運輸業 (タクシー業、バイク便など) 

 431 一般乗合旅客自動車運送業 ★ 乗合バス業 
 432 一般乗用旅客自動車運送業 ★ タクシー業、福祉タクシー業 
 433 一般貸切旅客自動車運送業 ★ 貸切バス業 
 439 その他の道路旅客運送業 ★ 特定旅客自動車運送業 
 441 一般貨物自動車運送業 ★ 取引先が２社以上あるトラック運送 
 442 特定貨物自動車運送業 ★ 取引先が 1 社のみの運送業 
 443 貨物軽自動車運送業 ★ 軽トラック・バイク便 
 444 集配利用運送業 ★ 貨物の輸送手配 
 449 その他の道路貨物運送業 ★ 自転車や原動機付自転車による運送 

生活関連サービス業 (クリーニング業、美容室、銭湯、エステティック業など) 

 781 洗濯業 クリーニング業、貸モップ業 
 782 理容業 理容店、床屋 
 783 美容業 美容院、ビューティサロン 
 784 一般公衆浴場業 銭湯業 
 789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 エステティック業、ネイルサロン 
 791 旅行業 ★ 旅行業者代理業 
 792 家事サービス業 住込みのお手伝い(ハウスメイド) 
 793 衣服裁縫修理業 衣服修理業 
 795 火葬･墓地管理業 火葬場、納骨堂 
 796 冠婚葬祭業 葬儀屋、結婚式場業 
 799 他に分類されない生活関連サービス業 結婚紹介業、運転代行業 

サービス業 (自動車整備業、時計修理業など他に分類されないもの) 

 891 自動車整備業 自動車修理業、自動車洗車業 
 901 機械修理業(電気機械器具を除く) 農業用トラクタ修理業 
 902 電気機械器具修理業 テレビ修理業 
 903 表具業 ふすま張業 
 909 その他の修理業 時計修理業、靴修理業、楽器修理業 

物品賃貸業 (レンタカー業、貸衣裳業など) 

 701 各種物品賃貸業 総合リース業 
 704 自動車賃貸業 レンタカー業 
 705 スポーツ･娯楽用品賃貸業 スポーツ用品賃貸業 
 709 その他の物品賃貸業 貸衣裳業、レンタルビデオ業 

宿泊業 

 751 旅館，ホテル ★ ビジネスホテル 
 752 簡易宿所 ★ カプセルホテル 
 753 下宿業 ★ 下宿屋 
 759 その他の宿泊業 ★ ユースホステル、合宿所 

飲食店 

 761 食堂，レストラン(専門料理店を除く) 大衆食堂、定食屋 
 762 専門料理店 料亭、うなぎ料理店、ラーメン店 
 763 そば･うどん店 そば屋、うどん店 
 764 すし店 すし屋 
 765 酒場，ビヤホール 居酒屋、焼鳥屋、おでん屋 
 766 バー，キャバレー，ナイトクラブ カフェバー 
 767 喫茶店 珈琲店、カフェ 
 769 その他の飲食店 たこ焼店、甘味処、ドーナツ店 
 771 持ち帰り飲食サービス業 持ち帰り弁当屋 
 772 配達飲食サービス業 仕出し料理･弁当屋、給食センター 

教育･学習支援業 (学習塾、音楽教室など) 

 823 学習塾 学習塾(各種学校でないもの) 
 824 教養･技能教授業 ピアノ教授所、英会話教授所、料理教室 
 829 他に分類されない教育，学習支援業 自動車教習所(各種学校でないもの) 

療術業 (整骨院、はり･きゅう･マッサージ業など) 

 835 療術業 はり業、柔道整復業、温泉療法業  


